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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　慣性センサーの複数の出力端子に対応した複数の出力信号から、所定の順序に従って入
力信号を選択する入力選択部と、
　前記入力信号に基づいて物理量に応じた検出信号を生成する検出信号生成部と、
　前記検出信号に基づいた計測データを記憶する複数の記憶部と、
　前記検出信号に基づいて計測データを前記複数の記憶部から選択した記憶部に記憶させ
る演算処理部と、
　外部から設定可能な設定情報に応じて前記演算処理部が前記複数の記憶部から一つを選
択する選択順序を制御する制御部と、
　を含む、物理量検出用回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の物理量検出用回路において、
　前記複数の記憶部は、前記複数の出力信号にそれぞれ対応して設けられている、物理量
検出用回路。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の物理量検出用回路において、
　前記複数の出力信号のそれぞれは、前記慣性センサーの検出軸と前記検出軸における極
性とに対応付けられた信号であり、
　前記演算処理部は、前記設定情報に応じて、符号演算を行った後の前記計測データを前



(2) JP 6315185 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

記記憶部に記憶させる、物理量検出用回路。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の物理量検出用回路において、
　前記設定情報を記憶する不揮発性の設定情報記憶部を含む、物理量検出用回路。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の物理量検出用回路と、
　前記慣性センサーと、
　を含む、物理量検出装置。
【請求項６】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の物理量検出用回路を含む、電子機器。
【請求項７】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の物理量検出用回路を含む、移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物理量検出用回路、物理量検出装置、電子機器及び移動体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の検出軸を有する慣性センサーを用いて加速度や角速度などの物理量を検出する物
理量検出装置が開発されている。
【０００３】
　特許文献１には、重錐体に対向して配置された検出電極間の静電容量を、マルチプレク
サーで切り替えながら検出してキャリブレーションを行う静電容量型加速度検出装置が開
示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、システムインパッケージに実装されるベースチップのピン構成
変更回路によって、ピン構成変更レジスターで提供されるピン連結割り当て値にしたがっ
てベースチップにメモリピント連結されるベースチップの内部ピンの連結順序を変更する
ピン変更回路が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－３７３４１号公報
【特許文献２】特開２００８－１８２２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　慣性センサー（センサー素子）と物理量検出用回路とを小型の１パッケージに収容する
場合などには、慣性センサーの出力端子の配置によって、物理量検出用回路の端子の配置
も制約されてしまうという課題があった。
【０００７】
　本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものである。本発明のいくつかの
態様によれば、端子配置の自由度が高い、物理量検出用回路、物理量検出装置、電子機器
及び移動体を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は前述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の態
様又は適用例として実現することが可能である。
【０００９】
［適用例１］
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　本適用例に係る物理量検出用回路は、慣性センサーからの出力信号が入力される入力選
択部と、前記入力選択部で選択された前記慣性センサーの前記出力信号に基づいて物理量
に応じた検出信号を生成する検出信号生成部と、前記検出信号に基づいた計測データを記
憶する記憶部と、前記検出信号に基づいて計測データを前記記憶部に記憶させる演算処理
部と、設定情報に応じて前記入力選択部の入力順序を制御する制御部と、含む、物理量検
出用回路である。
【００１０】
　本適用例によれば、設定情報に応じて入力選択部の入力順序を制御するので、例えば、
慣性センサーの出力端子の配置を入れ替えることができる。したがって、端子配置の自由
度が高い物理量検出用回路を実現できる。また、演算処理部よりも前段で、入力切り替え
順序を設定情報に応じて切り替えることができる。したがって、演算処理部がより煩雑に
なることを低減した物理量検出用回路を実現できる。
【００１１】
［適用例２］
　本適用例に係る物理量検出用回路は、慣性センサーからの複数の出力信号に基づいて物
理量に応じた検出信号を生成する検出信号生成部と、前記検出信号に基づいた計測データ
を記憶する記憶部と、前記検出信号に基づいて計測データを前記記憶部に記憶させる演算
処理部と、設定情報に応じて前記演算処理部が前記計測データを記憶させる前記記憶部の
順序を制御する制御部と、含む、物理量検出用回路である。
【００１２】
　本適用例によれば、設定情報に応じて演算処理部が計測データを記憶させる記憶部の順
序を制御するので、例えば、慣性センサーの出力端子の配置が入れ替わった場合でも、物
理量検出用回路を再設計しなくてもよい。したがって、端子配置の自由度が高い物理量検
出用回路を実現できる。
【００１３】
［適用例３］
　上述の物理量検出用回路において、前記出力信号は、複数の出力信号を有し、前記記憶
部は、複数の記憶部を有し、前記複数の記憶部は、前記複数の出力信号にそれぞれ対応し
て設けられていてもよい。
【００１４】
　本適用例によれば、簡易な回路構成で端子配置の自由度が高い物理量検出用回路を実現
できる。
【００１５】
［適用例４］
　上述の物理量検出用回路において、前記慣性センサーからの前記出力信号は、前記慣性
センサーの検出軸と前記検出軸における極性とに対応付けられた信号であり、前記演算処
理部は、前記設定情報に応じて、符号演算を行った後の前記計測データを前記記憶部に記
憶させてもよい。
【００１６】
　本適用例によれば、例えば、慣性センサーの検出軸の向きが入れ替わった場合でも、物
理量検出用回路を再設計しなくてもよい。したがって、端子配置の自由度が高い物理量検
出用回路を実現できる。
【００１７】
［適用例５］
　上述の物理量検出用回路において、前記設定情報を記憶する不揮発性の設定情報記憶部
を含んでいてもよい。
【００１８】
　これによって、例えば、前回の使用時と同じ設定で使用する場合などに、再度設定する
ことなく使用できる。
【００１９】
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［適用例６］
　本適用例に係る物理量検出用回路は、設定情報に応じて、慣性センサーの複数の出力信
号と、複数の計測データとの対応関係を選択する選択手段を含む、物理量検出用回路であ
る。
【００２０】
　本適用例によれば、設定情報に応じて、慣性センサーの複数の出力信号と、複数の計測
データとの対応関係を選択するので、例えば、慣性センサーの出力端子の配置が入れ替わ
った場合でも、物理量検出用回路を再設計しなくてもよい。したがって、端子配置の自由
度が高い物理量検出用回路を実現できる。
【００２１】
［適用例７］
　本適用例に係る物理量検出装置は、上述のいずれかの物理量検出用回路と、前記慣性セ
ンサーと、を含む、物理量検出装置である。
【００２２】
［適用例８］
　本適用例に係る電子機器は、上述のいずれかの物理量検出用回路を含む、電子機器であ
る。
【００２３】
［適用例９］
　本適用例に係る移動体は、上述のいずれかの物理量検出用回路を含む、移動体である。
【００２４】
　これらの物理量検出装置、電子機器及び移動体は、端子配置の自由度が高い物理量検出
用回路を含んで構成されているので、端子配置の自由度が高い物理量検出装置、物理量計
測システム、電子機器及び移動体を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本実施形態に係る物理量検出装置１０００の回路図である。
【図２】本実施形態における動作例を示すタイミングチャートである。
【図３】本実施形態における動作例を示すタイミングチャートである。
【図４】本実施形態における動作例を示すタイミングチャートである。
【図５】本実施形態に係る電子機器３００の機能ブロック図である。
【図６】図６（Ａ）は、電子機器３００の一例であるスマートフォンの外観の一例を示す
図、図６（Ｂ）は、電子機器３００の一例としての腕装着型の携帯機器である。
【図７】本実施形態に係る移動体４００の一例を示す図（上面図）である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて詳細に説明する。用いる図面は説
明の便宜上のものである。なお、以下に説明する実施形態は、特許請求の範囲に記載され
た本発明の内容を不当に限定するものではない。また以下で説明される構成の全てが本発
明の必須構成要件であるとは限らない。
【００２７】
１．物理量検出用回路及び物理量検出装置
１－１．第１実施形態
１－１－１．回路構成
　図１は、本実施形態に係る物理量検出装置１０００の回路図である。
【００２８】
　本実施形態に係る物理量検出装置１０００は、物理量検出用回路１と、慣性センサー１
００と、を含んで構成されている。物理量検出用回路１は、１又は複数の半導体回路で構
成されていてもよい。
【００２９】
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　慣性センサー１００は、慣性を利用して物理量又は物理現象など（加速度、傾斜角、衝
撃、振動、回転など）を検出するセンサーである。慣性センサー１００としては、例えば
、加速度センサーや角速度センサーなどを採用することができる。本実施形態においては
、慣性センサー１００は、３方向（互いに直交するＸ軸方向、Ｙ軸方向及びＺ軸方向）の
検出軸を有する加速度センサーで構成されている。また、図１に示される例では、慣性セ
ンサー１００は、静電容量型の加速度センサーである。慣性センサー１００は、各検出軸
について正端子と負端子を有している。
【００３０】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１は、設定情報に応じて、慣性センサー１００の複
数の出力信号と、複数の計測データとの対応関係を選択する選択手段を含んで構成されて
いる。
【００３１】
　より具体的には、本実施形態に係る物理量検出用回路１は、慣性センサー１００からの
複数の出力信号から入力する信号を選択する入力選択部１０と、入力選択部１０で選択さ
れた慣性センサー１００の出力信号に基づいて物理量に応じた検出信号を生成する検出信
号生成部２０と、慣性センサー１００の複数の出力信号にそれぞれ対応して設けられ、検
出信号生成部２０で生成された検出信号に基づいた計測データを記憶する複数の記憶部（
Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）と、検
出信号生成部２０で生成された検出信号に基づいて計測データを記憶部（Ｘ軸計測レジス
ター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）に記憶させる演算処理
部４０と、設定情報に応じて入力選択部１０の入力順序を制御する制御部５０と、含んで
構成されている。上述の選択手段の機能は、主として入力選択部１０及び制御部５０によ
って実現されている。
【００３２】
　入力選択部１０は、慣性センサー１００からの複数の出力信号から入力する信号を選択
する。入力選択部１０は、例えば、入力マルチプレクサー回路を含んで構成されていても
よい。入力選択部１０は、制御部５０が出力する制御信号に基づいて、慣性センサー１０
０の検出軸のうち１つを選択して検出信号生成部２０に信号を出力する。図１に示される
例では、入力選択部１０は、スイッチＳＷ１Ｎ、スイッチＳＷ２Ｎ、スイッチＳＷ３Ｎ、
スイッチＳＷ１Ｐ、スイッチＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｐを含んで構成されている。ス
イッチＳＷ１Ｎの第１端子は慣性センサー１００の第１軸負端子１Ｎに接続されている。
スイッチＳＷ２Ｎの第１端子は慣性センサー１００の第２軸負端子２Ｎに接続されている
。スイッチＳＷ３Ｎの第１端子は慣性センサー１００の第３軸負端子３Ｎに接続されてい
る。スイッチＳＷ１Ｐの第１端子は慣性センサー１００の第１軸正端子１Ｐに接続されて
いる。スイッチＳＷ２Ｐの第１端子は慣性センサー１００の第２軸負端子２Ｐに接続され
ている。スイッチＳＷ３Ｐの第１端子は慣性センサー１００の第３軸負端子３Ｐに接続さ
れている。スイッチＳＷ１Ｎ、スイッチＳＷ２Ｎ及びスイッチＳＷ３Ｎの第２端子は、検
出信号生成部２０の増幅回路２１（後述）の正入力端子に接続されている。スイッチＳＷ
１Ｐ、スイッチＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｐの第２端子は、検出信号生成部２０の増幅
回路２１の負入力端子に接続されている。入力選択部１０は、スイッチＳＷ１Ｎとスイッ
チＳＷ１Ｐ、スイッチＳＷ２ＮとスイッチＳＷ２Ｐ、スイッチＳＷ３ＮとスイッチＳＷ３
Ｐを、制御信号に応じて順次切り替えることによって、慣性センサー１００の検出軸のう
ち１つに対応する出力信号を選択して検出信号生成部２０に信号を出力する。
【００３３】
　検出信号生成部２０は、入力選択部１０で選択された慣性センサー１００の出力信号に
基づいて物理量に応じた検出信号を生成する。図１に示される例では、検出信号生成部２
０は、増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２及びフィルター２３を含んで構成されてい
る。
【００３４】
　増幅回路２１は、制御部５０が出力する制御信号に基づいて、入力選択部１０の出力信
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号を増幅してＡ／Ｄコンバーター２２に出力する。増幅回路２１は、例えば、チャージア
ンプ及び電力増幅器を含んで構成されていてもよい。
【００３５】
　Ａ／Ｄコンバーター２２は、制御部５０が出力する制御信号に基づいて、増幅回路２１
の出力信号をアナログ／デジタル変換してフィルター２３に出力する。
【００３６】
　フィルター２３は、制御部５０が出力する制御信号に基づいて、Ａ／Ｄコンバーター２
２の出力信号をフィルター処理して、検出信号を演算処理部４０に出力する。フィルター
２３は、例えば、ローパスフィルター、ハイパスフィルター及びバンドパスフィルターの
少なくとも１つを含んで構成されていてもよい。
【００３７】
　記憶部は、慣性センサー１００の複数の出力信号にそれぞれ対応して設けられ、検出信
号に基づいた計測データを記憶する。本実施形態においては、記憶部は、Ｘ軸計測レジス
ター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３を含んで構成されている
。Ｘ軸計測レジスター３１は、慣性センサー１００のＸ軸の出力信号に基づいた計測デー
タを記憶する。Ｙ軸計測レジスター３２は、慣性センサー１００のＹ軸の出力信号に基づ
いた計測データを記憶する。Ｚ軸計測レジスター３３は、慣性センサー１００のＺ軸の出
力信号に基づいた計測データを記憶する。
【００３８】
　演算処理部４０は、検出信号生成部２０で生成された検出信号に基づいて計測データを
記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３
）に記憶させる。本実施形態においては、演算処理部４０は、制御部５０が出力する制御
信号に基づいて、Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３２、Ｚ軸計測レジスタ
ー３３の順に循環するように計測データを記憶させる。
【００３９】
　制御部５０は、設定情報に応じて入力選択部１０の入力順序を制御する。本実施形態に
おいては、制御部５０は、入力選択部１０に制御信号を出力して、スイッチＳＷ１Ｎとス
イッチＳＷ１Ｐとの組み合わせ、スイッチＳＷ２ＮとスイッチＳＷ２Ｐとの組み合わせ、
スイッチＳＷ３ＮとスイッチＳＷ３Ｐとの組み合わせのいずれかをＯＮ状態にすることに
よって、入力選択部１０の入力順序を制御する。具体的な動作例については「１－１－２
．動作例」の項で後述される。
【００４０】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、設定情報に応じて、慣性センサー１０
０の複数の出力信号と、複数の計測データとの対応関係を選択するので、例えば、慣性セ
ンサー１００の出力端子の配置が入れ替わった場合でも、物理量検出用回路１を再設計し
なくてもよい。したがって、設計の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００４１】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、設定情報に応じて入力選択部１０の入
力順序を制御するので、例えば、慣性センサー１００の出力端子の配置を入れ替えること
ができる。したがって、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。また
、例えば、物理量検出用回路１に、温度補正処理やセルフテスト機能などを追加した場合
、演算処理部４０が行う演算処理が煩雑になるおそれがある。しかしながら、演算処理部
４０よりも前段で、入力切り替え順序を設定情報に応じて切り替えることで、演算処理部
４０がより煩雑になることを低減した物理量検出用回路１を実現できる。
【００４２】
　また例えば、物理量検出装置１０００の使用時における慣性センサー１００の取り付け
向きに応じて、慣性センサー１００の検出軸を入れ替える（例えば、当初のＸ軸をＹ軸と
して扱う）ことができる。
【００４３】
　上述のように、物理量検出用回路１は、慣性センサー１００の出力信号は、複数の出力
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信号を有し、記憶部は、複数の記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３
２及びＺ軸計測レジスター３３）を有し、複数の記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸
計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）は、慣性センサー１００の複数の出力
信号にそれぞれ対応して設けられていてもよい。これによって、簡易な回路構成で端子配
置の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００４４】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１において、慣性センサー１００からの出力信号は
、慣性センサー１００の検出軸と当該検出軸における極性（正又は負）とに対応付けられ
た信号であってもよい。この場合に、演算処理部４０は、設定情報に応じて、演算処理と
して符号演算を行った後の計測データを記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジ
スター３２及びＺ軸計測レジスター３３）に記憶させてもよい。符号演算は、入力された
データの値を１倍又は－１倍する演算である。
【００４５】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、例えば、慣性センサー１００の検出軸
の向きが入れ替わった場合でも、物理量検出用回路１を再設計しなくてもよい。したがっ
て、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００４６】
　また例えば、物理量検出装置１０００の使用時における慣性センサー１００の取り付け
向きに応じて、慣性センサー１００の検出軸の向きを入れ替える（例えば、当初のＸ軸の
正向きをＸ軸の負向きとして扱う）ことができる。
【００４７】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１において、設定情報を記憶する不揮発性の設定情
報記憶部６０を含んでいてもよい。設定情報記憶部６０は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Elec
trically Erasable Programmable Read-Only Memory）やフラッシュメモリーなど、種々
の公知の不揮発性メモリーで構成されていてもよい。
【００４８】
　図１に示される例では、物理量検出用回路１は、設定情報記憶部６０に記憶された設定
情報が格納される設定情報レジスター６１をさらに含んで構成されている。制御部５０は
、設定情報レジスター６１から設定情報を読み出して入力選択部１０を制御する。
【００４９】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、例えば、前回の使用時と同じ設定で使
用する場合などに、再度設定することなく使用できる。
【００５０】
　設定情報記憶部６０及び設定情報レジスター６１の値は、物理量検出用回路１の外部か
ら設定可能に構成されていてもよい。これによって、例えば、使用者が設定情報を設定情
報記憶部６０に書き込むことで、使用者が慣性センサー１００の検出軸をどのように取り
扱うかを選択できる。
【００５１】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１は、駆動回路７０を含んで構成されていてもよい
。駆動回路７０は、慣性センサー１００を駆動するための駆動信号を慣性センサー１００
の共通電極ＣＯＭに出力する。
【００５２】
　このように、本実施形態に係る物理量検出装置１０００は、端子配置の自由度が高い物
理量検出用回路１を含んで構成されているので、端子配置の自由度が高い物理量検出装置
１０００を実現できる。
【００５３】
１－１－２．動作例
　図２及び図３は、本実施形態における動作例を示すタイミングチャートである。図２及
び図３には、制御部５０が出力する制御信号が示されている。図２及び図３は、上から順
に、スイッチＳＷ１Ｐ及びスイッチＳＷ１Ｎ、スイッチＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ２Ｎ、
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スイッチＳＷ３Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｎ、増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２、フィ
ルター２３、演算処理部４０による演算処理、演算処理部４０によるＸ軸計測レジスター
３１へのデータ転送、演算処理部４０によるＹ軸計測レジスター３２へのデータ転送、演
算処理部４０によるＺ軸計測レジスター３３へのデータ転送に対応する制御信号が示され
ている。
【００５４】
　スイッチＳＷ１Ｎ、スイッチＳＷ２Ｎ、スイッチＳＷ３Ｎ、スイッチＳＷ１Ｐ、スイッ
チＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｐは、制御信号がハイレベルの期間にＯＮ状態となり、制
御信号がローレベルの期間にＯＦＦ状態となる。増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２
及びフィルター２３は、制御信号がハイレベルの期間に所定の動作を行う。演算処理部４
０は、制御信号がハイレベルの期間に所定の処理を行う。
【００５５】
　本項においては、図２は、慣性センサー１００の第１軸をＸ軸、第２軸をＹ軸、第３軸
をＺ軸として取り扱う場合のタイミングチャート、図３は、慣性センサー１００の第１軸
をＹ軸、第２軸をＸ軸、第３軸をＺ軸として取り扱う場合のタイミングチャートとして説
明する。すなわち、図２の動作を行う状態と図３の動作を行う状態とでは、設定情報が互
いに異なる。
【００５６】
　図２において、スイッチＳＷ１Ｐ及びスイッチＳＷ１Ｎは時刻ｔ１から時刻ｔ３までの
期間にＯＮ状態となり、スイッチＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ２Ｎは時刻ｔ４から時刻ｔ８
までの期間にＯＮ状態となり、スイッチＳＷ３Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｎは時刻ｔ９から時
刻ｔ１４までの期間にＯＮ状態となる。すなわち、入力選択部１０は、慣性センサー１０
０の出力信号を、第１軸、第２軸、第３軸の順に選択している。
【００５７】
　増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２、フィルター２３及び演算処理部４０は、入力
選択部１０の動作と同期して、順次並行して処理を行う。
【００５８】
　増幅回路２１は、時刻ｔ１から時刻ｔ３までの期間、時刻ｔ４から時刻ｔ８までの期間
、及び、時刻ｔ９から時刻ｔ１４までの期間に増幅処理を行う。
【００５９】
　Ａ／Ｄコンバーター２２は、時刻ｔ２から時刻ｔ５までの期間、時刻ｔ６から時刻ｔ１
１までの期間、及び、時刻ｔ１２から時刻ｔ１６までの期間にアナログ／デジタル変換を
行う。
【００６０】
　フィルター２３は、時刻ｔ５から時刻ｔ７までの期間、時刻ｔ１１から時刻ｔ１３まで
の期間、及び、時刻ｔ１６から時刻ｔ１７までの期間にフィルター処理を行う。
【００６１】
　演算処理部４０は、時刻ｔ７から時刻ｔ１０までの期間、時刻ｔ１３から時刻ｔ１５ま
での期間、及び、時刻ｔ１７から時刻ｔ１８までの期間に演算処理を行う。
【００６２】
　演算処理部４０は、時刻ｔ１から時刻ｔ３までの期間に入力選択部１０が選択した慣性
センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第１軸の出力信号）に対応する計測デ
ータを、時刻ｔ１０のタイミングでＸ軸計測レジスター３１に転送する。
【００６３】
　演算処理部４０は、時刻ｔ４から時刻ｔ８までの期間に入力選択部１０が選択した慣性
センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第２軸の出力信号）に対応する計測デ
ータを、時刻ｔ１５のタイミングでＹ軸計測レジスター３２に転送する。
【００６４】
　演算処理部４０は、時刻ｔ９から時刻ｔ１４までの期間に入力選択部１０が選択した慣
性センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第３軸の出力信号）に対応する計測
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データを、時刻ｔ１８のタイミングでＺ軸計測レジスター３３に転送する。
【００６５】
　図３において、スイッチＳＷ１Ｐ及びスイッチＳＷ１Ｎは時刻ｔ４から時刻ｔ８までの
期間にＯＮ状態となり、スイッチＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ２Ｎは時刻ｔ１から時刻ｔ３
までの期間にＯＮ状態となり、スイッチＳＷ３Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｎは時刻ｔ９から時
刻ｔ１４までの期間にＯＮ状態となる。すなわち、入力選択部１０は、慣性センサー１０
０の出力信号を、第２軸、第１軸、第３軸の順に選択している。
【００６６】
　増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２及びフィルター２３の動作、並びに、演算処理
部４０の演算処理のタイミングについては、図２の動作と同一である。
【００６７】
　演算処理部４０は、時刻ｔ１から時刻ｔ３までの期間に入力選択部１０が選択した慣性
センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第２軸の出力信号）に対応する計測デ
ータを、時刻ｔ１０のタイミングでＸ軸計測レジスター３１に転送する。
【００６８】
　演算処理部４０は、時刻ｔ４から時刻ｔ８までの期間に入力選択部１０が選択した慣性
センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第１軸の出力信号）に対応する計測デ
ータを、時刻ｔ１５のタイミングでＹ軸計測レジスター３２に転送する。
【００６９】
　演算処理部４０は、時刻ｔ９から時刻ｔ１４までの期間に入力選択部１０が選択した慣
性センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第３軸の出力信号）に対応する計測
データを、時刻ｔ１８のタイミングでＺ軸計測レジスター３３に転送する。
【００７０】
　このように、本実施形態によれば、設定情報に応じて入力選択部１０の入力順序を制御
部５０が制御できる。
【００７１】
１－２．第２実施形態
１－２－１．回路構成
　第２実施形態に係る物理量検出用回路１及び物理量検出装置１０００の具体的な回路構
成は、図１に示される第１実施形態に係る物理量検出用回路１及び物理量検出装置１００
０の回路構成と同様である。以下では、第１実施形態と同様の構成には同一の符号を付し
、詳細な説明を省略する。
【００７２】
　本実施形態に係る物理量検出装置１０００は、物理量検出用回路１と、慣性センサー１
００と、を含んで構成されている。物理量検出用回路１は、１又は複数の半導体回路で構
成されていてもよい。
【００７３】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１は、設定情報に応じて、慣性センサー１００の複
数の出力信号と、複数の計測データとの対応関係を選択する選択手段を含んで構成されて
いる。
【００７４】
　より具体的には、本実施形態に係る物理量検出用回路１は、慣性センサー１００からの
複数の出力信号に基づいて物理量に応じた検出信号を生成する検出信号生成部２０と、慣
性センサー１００の複数の出力信号にそれぞれ対応して設けられ、検出信号生成部２０で
生成された検出信号に基づいた計測データを記憶する複数の記憶部（Ｘ軸計測レジスター
３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）と、検出信号生成部２０で
生成された検出信号に基づいて計測データを記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測
レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）に記憶させる演算処理部４０と、設定情報
に応じて演算処理部４０が計測データを記憶させる記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ
軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）の順序を制御する制御部５０と、含
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む、物理量検出用回路１である。また、本実施形態に係る物理量検出用回路１は、慣性セ
ンサー１００からの複数の出力信号から入力する信号を選択する入力選択部１０を含んで
構成されている。
【００７５】
　本実施形態における制御部５０は、設定情報に応じて演算処理部４０が計測データを記
憶させる記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジス
ター３３）の順序を制御する。具体的な動作例については「１－２－２．動作例」の項で
後述される。
【００７６】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、設定情報に応じて、慣性センサー１０
０の複数の出力信号と、複数の計測データとの対応関係を選択するので、例えば、慣性セ
ンサー１００の出力端子の配置が入れ替わった場合でも、物理量検出用回路１を再設計し
なくてもよい。したがって、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００７７】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、設定情報に応じて演算処理部４０が計
測データを記憶させる記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ
軸計測レジスター３３）の順序を制御するので、例えば、慣性センサー１００の出力端子
の配置が入れ替わった場合でも、物理量検出用回路１を再設計しなくてもよい。したがっ
て、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００７８】
　また例えば、物理量検出装置１０００の使用時における慣性センサー１００の取り付け
向きに応じて、慣性センサー１００の検出軸を入れ替える（例えば、当初のＸ軸をＹ軸と
して扱う）ことができる。
【００７９】
　上述のように、物理量検出用回路１は、慣性センサー１００の出力信号は、複数の出力
信号を有し、記憶部は、複数の記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３
２及びＺ軸計測レジスター３３）を有し、複数の記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸
計測レジスター３２及びＺ軸計測レジスター３３）は、慣性センサー１００の複数の出力
信号にそれぞれ対応して設けられていてもよい。これによって、簡易な回路構成で端子配
置の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００８０】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１において、慣性センサー１００からの出力信号は
、慣性センサー１００の検出軸と当該検出軸における極性（正又は負）とに対応付けられ
た信号であってもよい。この場合に、演算処理部４０は、設定情報に応じて、演算処理と
して符号演算を行った後の計測データを記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジ
スター３２及びＺ軸計測レジスター３３）に記憶させてもよい。符号演算は、入力された
データの値を１倍又は－１倍する演算である。
【００８１】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、例えば、慣性センサー１００の検出軸
の向きが入れ替わった場合でも、物理量検出用回路１を再設計しなくてもよい。したがっ
て、設計の自由度が高い物理量検出用回路１を実現できる。
【００８２】
　また例えば、物理量検出装置１０００の使用時における慣性センサー１００の取り付け
向きに応じて、慣性センサー１００の検出軸の向きを入れ替える（例えば、当初のＸ軸の
正向きをＸ軸の負向きとして扱う）ことができる。
【００８３】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１において、設定情報を記憶する不揮発性の設定情
報記憶部６０を含んでいてもよい。設定情報記憶部６０は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Elec
trically Erasable Programmable Read-Only Memory）やフラッシュメモリーなど、種々
の公知の不揮発性メモリーで構成されていてもよい。
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【００８４】
　図１に示される例では、物理量検出用回路１は、設定情報記憶部６０に記憶された設定
情報が格納される設定情報レジスター６１をさらに含んで構成されている。制御部５０は
、設定情報レジスター６１から設定情報を読み出して入力選択部１０を制御する。
【００８５】
　本実施形態に係る物理量検出用回路１によれば、例えば、前回の使用時と同じ設定で使
用する場合などに、再度設定することなく使用できる。
【００８６】
　設定情報記憶部６０及び設定情報レジスター６１の値は、物理量検出用回路１の外部か
ら設定可能に構成されていてもよい。これによって、例えば、使用者が設定情報を設定情
報記憶部６０に書き込むことで、使用者が慣性センサー１００の検出軸をどのように取り
扱うかを選択できる。
【００８７】
　また、第２実施形態に係る物理量検出用回路１及び物理量検出装置１０００においても
、第１実施形態と同様の理由により、同様の効果を奏する。
【００８８】
１－２－２．動作例
　図４は、本実施形態における動作例を示すタイミングチャートである。図４には、制御
部５０が出力する制御信号が示されている。図４は、上から順に、スイッチＳＷ１Ｐ及び
スイッチＳＷ１Ｎ、スイッチＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ２Ｎ、スイッチＳＷ３Ｐ及びスイ
ッチＳＷ３Ｎ、増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２、フィルター２３、演算処理部４
０による演算処理、演算処理部４０によるＸ軸計測レジスター３１へのデータ転送、演算
処理部４０によるＹ軸計測レジスター３２へのデータ転送、演算処理部４０によるＺ軸計
測レジスター３３へのデータ転送に対応する制御信号が示されている。
【００８９】
　スイッチＳＷ１Ｎ、スイッチＳＷ２Ｎ、スイッチＳＷ３Ｎ、スイッチＳＷ１Ｐ、スイッ
チＳＷ２Ｐ及びスイッチＳＷ３Ｐは、制御信号がハイレベルの期間にＯＮ状態となり、制
御信号がローレベルの期間にＯＦＦ状態となる。増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２
及びフィルター２３は、制御信号がハイレベルの期間に所定の動作を行う。演算処理部４
０は、制御信号がハイレベルの期間に所定の処理を行う。
【００９０】
　本項においては、図２は、慣性センサー１００の第１軸をＸ軸、第２軸をＹ軸、第３軸
をＺ軸として取り扱う場合のタイミングチャート、図４は、慣性センサー１００の第１軸
をＹ軸、第２軸をＸ軸、第３軸をＺ軸として取り扱う場合のタイミングチャートとして説
明する。すなわち、図２の動作を行う状態と図４の動作を行う状態とでは、設定情報が互
いに異なる。
【００９１】
　図４において、入力選択部１０、増幅回路２１、Ａ／Ｄコンバーター２２及びフィルタ
ー２３の動作、並びに、演算処理部４０の演算処理のタイミングについては、図２の動作
と同一である。
【００９２】
　演算処理部４０は、時刻ｔ１から時刻ｔ３までの期間に入力選択部１０が選択した慣性
センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第１軸の出力信号）に対応する計測デ
ータを、時刻ｔ１５のタイミングでＸ軸計測レジスター３１に転送する。
【００９３】
　演算処理部４０は、時刻ｔ４から時刻ｔ８までの期間に入力選択部１０が選択した慣性
センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第２軸の出力信号）に対応する計測デ
ータを、時刻ｔ１１０のタイミングでＹ軸計測レジスター３２に転送する。
【００９４】
　演算処理部４０は、時刻ｔ９から時刻ｔ１４までの期間に入力選択部１０が選択した慣
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性センサー１００の出力信号（慣性センサー１００の第３軸の出力信号）に対応する計測
データを、時刻ｔ１８のタイミングでＺ軸計測レジスター３３に転送する。
【００９５】
　このように、本実施形態によれば、設定情報に応じて演算処理部４０が計測データを記
憶させる記憶部（Ｘ軸計測レジスター３１、Ｙ軸計測レジスター３２及びＺ軸計測レジス
ター３３）の順序を制御部５０が制御できる。
【００９６】
２．電子機器
　図５は、本実施形態に係る電子機器３００の機能ブロック図である。なお、上述された
各実施形態と同様の構成には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００９７】
　本実施形態に係る電子機器３００は、物理量検出用回路１を含む電子機器３００である
。図５に示される例では、電子機器３００は、物理量検出用回路１を含んで構成されてい
る物理量検出装置１０００、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３２０、操作部３３０
、ＲＯＭ（Read Only Memory）３４０、ＲＡＭ（Random Access Memory）３５０、通信部
３６０、表示部３７０、音出力部３８０を含んで構成されている。なお、本実施形態に係
る電子機器３００は、図５に示される構成要素（各部）の一部を省略又は変更してもよい
し、他の構成要素を付加した構成としてもよい。
【００９８】
　ＣＰＵ３２０は、ＲＯＭ３４０等に記憶されているプログラムに従い、各種の計算処理
や制御処理を行う。具体的には、ＣＰＵ３２０は、物理量検出装置１０００の出力信号や
、操作部３３０からの操作信号に応じた各種の処理、外部とデータ通信を行うために通信
部３６０を制御する処理、表示部３７０に各種の情報を表示させるための表示信号を送信
する処理、音出力部３８０に各種の音を出力させる処理等を行う。
【００９９】
　操作部３３０は、操作キーやボタンスイッチ等により構成される入力装置であり、使用
者による操作に応じた操作信号をＣＰＵ３２０に出力する。
【０１００】
　ＲＯＭ３４０は、ＣＰＵ３２０が各種の計算処理や制御処理を行うためのプログラムや
データ等を記憶している。
【０１０１】
　ＲＡＭ３５０は、ＣＰＵ３２０の作業領域として用いられ、ＲＯＭ３４０から読み出さ
れたプログラムやデータ、操作部３３０から入力されたデータ、ＣＰＵ３２０が各種プロ
グラムにしたがって実行した演算結果等を一時的に記憶する。
【０１０２】
　通信部３６０は、ＣＰＵ３２０と外部装置との間のデータ通信を成立させるための各種
制御を行う。
【０１０３】
　表示部３７０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や電気泳動ディスプレイ等により
構成される表示装置であり、ＣＰＵ３２０から入力される表示信号に基づいて各種の情報
を表示する。
【０１０４】
　そして、音出力部３８０は、スピーカー等の音を出力する装置である。
【０１０５】
　本実施形態に係る電子機器３００によれば、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路
１を含んでいるので、端子配置の自由度が高い電子機器３００を実現できる。
【０１０６】
　電子機器３００としては種々の電子機器が考えられる。例えば、パーソナルコンピュー
ター（例えば、モバイル型パーソナルコンピューター、ラップトップ型パーソナルコンピ
ューター、タブレット型パーソナルコンピューター）、携帯電話機などの移動体端末、デ
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ィジタルスチールカメラ、インクジェット式吐出装置（例えば、インクジェットプリンタ
ー）、ルーターやスイッチなどのストレージエリアネットワーク機器、ローカルエリアネ
ットワーク機器、移動体端末基地局用機器、テレビ、ビデオカメラ、ビデオレコーダー、
カーナビゲーション装置、ページャー、電子手帳（通信機能付も含む）、電子辞書、電卓
、電子ゲーム機器、ゲーム用コントローラー、ワードプロセッサー、ワークステーション
、テレビ電話、防犯用テレビモニター、電子双眼鏡、ＰＯＳ（point of sale）端末、医
療機器（例えば電子体温計、血圧計、血糖計、心電図計測装置、超音波診断装置、電子内
視鏡）、魚群探知機、各種測定機器、計器類（例えば、車両、航空機、船舶の計器類）、
フライトシミュレーター、ヘッドマウントディスプレイ、モーショントレース、モーショ
ントラッキング、モーションコントローラー、ＰＤＲ（歩行者位置方位計測）等が挙げら
れる。
【０１０７】
　図６（Ａ）は、電子機器３００の一例であるスマートフォンの外観の一例を示す図、図
６（Ｂ）は、電子機器３００の一例としての腕装着型の携帯機器である。図６（Ａ）に示
される電子機器３００であるスマートフォンは、操作部３３０としてボタンを、表示部３
７０としてＬＣＤを備えている。図６（Ｂ）に示される電子機器３００である腕装着型の
携帯機器は、操作部３３０としてボタン及び竜頭を、表示部３７０としてＬＣＤを備えて
いる。これらの電子機器３００は、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路１を含んで
構成されているので、端子配置の自由度が高い電子機器３００を実現できる。
【０１０８】
３．移動体
　図７は、本実施形態に係る移動体４００の一例を示す図（上面図）である。なお、上述
された各実施形態と同様の構成には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
【０１０９】
　本実施形態に係る移動体４００は、物理量検出用回路１を含む移動体４００である。図
７には、物理量検出用回路１を含んで構成されている物理量検出装置１０００を含んで構
成されている移動体４００が示されている。また、図７に示される例では、移動体４００
は、エンジンシステム、ブレーキシステム、キーレスエントリーシステム等の各種の制御
を行うコントローラー４２０、コントローラー４３０、コントローラー４４０、バッテリ
ー４５０及びバックアップ用バッテリー４６０を含んで構成されている。なお、本実施形
態に係る移動体４００は、図７に示される構成要素（各部）の一部を省略又は変更しても
よいし、他の構成要素を付加した構成としてもよい。
【０１１０】
　本実施形態に係る移動体４００によれば、端子配置の自由度が高い物理量検出用回路１
を含んでいるので、端子配置の自由度が高い移動体４００を実現できる。
【０１１１】
　このような移動体４００としては種々の移動体が考えられ、例えば、自動車（電気自動
車も含む）、ジェット機やヘリコプター等の航空機、船舶、ロケット、人工衛星等が挙げ
られる。
【０１１２】
　以上、本実施形態あるいは変形例について説明したが、本発明はこれら本実施形態ある
いは変形例に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様で実
施することが可能である。
【０１１３】
　本発明は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法及び結
果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本発明は、実施形
態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施形
態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる
構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む
。
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【符号の説明】
【０１１４】
１…物理量検出用回路、１０…入力選択部、２０…検出信号生成部、２１…増幅回路、２
２…Ａ／Ｄコンバーター、２３…フィルター、３１…Ｘ軸計測レジスター、３２…Ｙ軸計
測レジスター、３３…Ｚ軸計測レジスター、４０…演算処理部、５０…制御部、６０…設
定情報記憶部、６１…設定情報レジスター、７０…駆動回路、１００…慣性センサー、１
０００…物理量検出装置、３００…電子機器、３２０…ＣＰＵ、３３０…操作部、３４０
…ＲＯＭ、３５０…ＲＡＭ、３６０…通信部、３７０…表示部、３８０…音声出力部、４
００…移動体、４２０…コントローラー、４３０…コントローラー、４４０…コントロー
ラー、４５０…バッテリー、４６０…バックアップ用バッテリー、ＳＷ１Ｎ，ＳＷ２Ｎ，
ＳＷ３Ｎ，ＳＷ１Ｐ，ＳＷ２Ｐ，ＳＷ３Ｐ…スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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